
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、令和４年４月１日現在の人数である。
      ３　給与費には再任用短時間勤務職員の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

ラスパイレス指数算出対象団体ではないため未記載

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　２　「類似団体平均」とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものであ
　　　　る。

　　　３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。

（参考）類似団体平均区　　分

比較できず

一人当たり給与費

1,153,748

129,074

給　 料

令和4年度

266,060184 675,594

（参考）人 件 費

令和3年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

57.6

　　　　　千円

職員手当 期末・勤勉手当

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳管内人口

石橋地区消防組合の給与・定員管理等について

実 質 収 支 人 件 費 率

　　　（令和4年度末）

　　計　　Ｂ

6,270

千円 　　　　　千円

212,094

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

1,501,097

給与費 B/A

　　　　　千円

　　　　　　Ｂ

一人当たり

令和4年度

72,0662,185,785

千円

68.7

千円

職員数

人　

人

　　　　　　　千円

　　　　　　Ａ

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円

9095100105
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（５）給与改定の状況
①月例給

　　　　　　　

②特別給

　　　　　　　

２　一般行政職給料表等の状況（令和５年４月１日現在）
（単位：円）

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

266,000

平均給与月額

350,000

１号給の

410,200

320,333

322,487

386,450

区　　分

最高号給の

給料月額

469,390

（国ベース）

―42.4

469,390

350,534

404,015

391,624

給料月額

― ―

令和５年度

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス
   パイレス比較した平均給与月額である。

令和５年度

人事委員会を設置していないため未記入

（改定率）

勧　告

人事委員会の勧告

区　　分 国　の　改　定　率給　与　改　定　率

（参考）

A

公務員給与 較差民間給与

（参考）人事委員会の勧告

民間の支給

１級

人事委員会を設置していないため未記入

５級

月

年間支給月数

198,500

304,200

319,200290,700

393,000

平均 年齢

６級

4.50

公務員の

（改定月数）

国　の　年　間較差 勧　告

支　給　月　数

４級

％

1.1

％

1.1

4.50

月

A-B割合　　　　　　A

234,400

B A-B

２級 ３級

42.5

石橋地区消防組合 50.0

247,600

区　　分

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の
　　支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

平均給与月額

支給月数　　　B

381,000

平均給料月額

150,100

――

国

類似団体

栃木県
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　　　　②消防職

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

　　　３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）の括弧書きは、

　　　　給与改定特例法による措置が無いとした場合の値（減額前）である。

（2) 職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）

円 円

円 円

円 円 円

円 円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

― ―

―

166,600

該当なし

386,500

399,200

― ―

34.6

平均 年齢

378,924

平均給与月額

（国ベース）

一般行政職

区　　　　分

大　学　卒

大　学　卒

高　校　卒

175,300

170,900

大　学　卒

石橋地区消防組合 393,164

154,600

区　　　　　分

202,400

高　校　卒

消防職

消防職

高　校　卒

栃木県

― ―国

平均給料月額

―

区　　分

306,985

平均給与月額

栃木県

―

196,200

212,000

―

石橋地区消防組合

経験年数２５～３０年経験年数２０～２５年

一般行政職

類似団体

181,100

経験年数５～１０年 経験年数１５～２０年

大　学　卒

―

―

国

―

―

高　校　卒

― ―

418,400396,300

385,400

該当なし

該当なし

360,100

316,600

該当なし

該当なし

267,700

236,700

該当なし

該当なし
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４　消防職の等級別職員数等の状況
（1) 消防職の等級別職員数の状況（令和５年４月１日現在）

（注）１　石橋地区消防組合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

  　　２　等級別基準職務表に規定する基準となる職務の名称とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　　　　　　　　人

22

17

　　　　　　　　％

11.9

　　　　　　　　％

22
困難な業務を行う消防士

　　　　　　　　人

消防士

5級

7級

1級

等級

　　　　　　　　人

17.8

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

0.5

構成比

6級
33

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

消防士長

44 23.8

24.9

消防副士長

職員数

1

消防司令長　消防司令

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

4級

3級

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

2級

消防司令補

消防監　困難な業務を行う消防司令長

等級別基準職務表に規定する基準となる
職務の名称

46

11.9

　　　　　　　　％

9.2

1級

11.9%

1級

13.2%

1級

13.2%

2級

11.9%

2級

13.2% 2級

9.4%

3級

9.2%

3級

9.9% 3級

8.2%

4級

24.9%

4級

23.6%
4級

30.2%

5級

23.8%

5級

24.2%
5級

20.8%

6級

17.8%

6級

14.8%
6級

16.4%

7級

1.1%

7級

1.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和５年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

7級
0.5%
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（2) 昇給期間短縮の状況
　

５　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円

（令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（2) 退職手当（令和５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～45％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）制度なし

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額である。

      退職事由は、定年及び自己都合による退職の２種である。

47.709

2.40

―

国

1.35

28.0395 33.27075

国

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　５～２０％
・管理職加算　１５～２５％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　５～１５％

0.951.35

47.709

33.27075

24.586875

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

0.0

0.0

24.586875

1,445

47.70947.709

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

―

普通昇給期間（１２～２４月）を

184

0

2.40

　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　人

栃木県

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

比　　　　　　　　　　　率

2.40

石橋地区消防組合

１人当たり平均支給額（令和４年度）

令和５年度

0

　　　　　　　　　人

区　　　　　　　　　　　　分

令和４年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

短縮して昇給した職員数

全　職　種

職 員 数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Ａ

　　　　　　　　　人

　　　　　比　　　　　　　　　　　率

職 員 数

普通昇給期間（１２～２４月）を

　　　　　　　　　％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

短縮して昇給した職員数

39.7575

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　５～２０％
・管理職加算　１５～２５％

2.00

（２％～45％加算）

47.70939.7575

定年前早期退職特例措置

28.0395

47.709

石橋地区消防組合

19.6695

1.35

22,510

1.84

　　　　　　　　　％

2.00

19.6695

187

0.950.87
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 (3) 地域手当

（令和５年４月１日現在）

千円

千円

 (4) 特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

千円

千円

　％

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

（6) その他の手当（令和５年４月１日現在）

323 千円

76 千円

590 千円

千円

１当務3000円～600円

１当務１00円

194

感染症患者等の対応全職員（行政職を除く）

全職員（行政職を除く） 潜水作業等

手　当　名

同じ

11,630住居手当 同じ

管理職手当 9,436

千円

手当の名称

扶養手当 270

千円
別表参照

13,552

29,195

潜水作業手当

内容及び支給単価

管制手当

同じ

国の制度と

緊急消防援助隊活動等

（令和４年度決算）

緊急消防援助隊派遣手当

との異同

千円

１件当たり300円

防疫等作業手当

異なる

支 給 実 績 （ 令 和 ３ 年 度 決 算 ） 81,709

44

8,097

管制業務等

救助活動等

主な支給対象業務

千円

8

平均支給年額

左記職員に対する支給単価

１件当たり300円

１日500円

1回当たり500円

1回当たり500円

１件当たり200円及び300円

支給職員１人当たり

全職員（行政職を除く）

手当の種類（手当数）

（令和４年度決算）
異なる内容

職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ）

令和５年度支給割合 栃木県の支給割合

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

令和４年度支給割合

支給実績（令和４年度決算）

79.0

5% 3.5%

主な支給対象職員

全職員（行政職を除く） 高低差10メートル以上の活動等

483

全職員（行政職を除く）

全職員（行政職を除く） 救急活動等

全職員（行政職を除く）

全職員（行政職を除く）

職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ３ 年 度 決 算 ）

火災等出動手当

476

支給実績国の制度

救助出動手当

87,650支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ）

救急出動手当

高所活動危険手当

通勤手当

35,733支給実績（令和４年度決算）

支給率

5%

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

消火活動等
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６　特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在）

知識経験者

議員

専門委員（医師・弁護士等）

委員長

委員

専門委員（医師・弁護士等）

委員長

委員

専門委員（医師・弁護士等）

委員長

委員

                         

60,000円副 管 理 者

個人情報
審査会委員

6,000円（日額）

6,000円（日額）

44,000円

50,000円

7,000円（日額）

27,000円

70,000円

監 査 委 員

管 理 者

給 料 年 額 等

10,000円（日額）

報
　
　
　
　
酬

議 員

議 長

副 議 長

7,000円（日額）

47,000円

区 分

情報公開
審査会委員

行政不服
審査会委員

10,000円（日額）

25,000円

10,000円（日額）

7,000円（日額）

6,000円（日額）
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７　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在）

　

人

232
職員数

人 人 人

31 33 1524

区　分

未満

～ ～

28歳

16 822 0

令和５年 令和４年
主 な 増 減 理 由

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

一
般
行
政
部
門

教育部門

55歳 以上51歳

～～ ～

59歳

～

47歳

小　計

184

52歳

消防部門 184187

20歳

合　　計

＜参考＞

39歳35歳

計

32歳

2

[205]

56歳

3

～

人

187 184

44歳

11

[205]

人人

23歳 27歳 31歳

～

人

43歳

～

40歳

187

人人

～

48歳 60歳

人 人

1.45

1.45

＜参考＞

条例定数の充足3

（類似団体の人口1,000人当たり職員数

20歳

計

36歳

187

24歳

普
通
会
計
部
門

職 員 数

（類似団体の人口1,000人当たり職員数

＜参考＞

3

[     0     ］

人

対前年
増減数

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

構成比

1年前の構成比

%
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（３）職員採用計画

別表 手当の内容・内訳

配偶者　6,500円

配偶者以外

･扶養親族でない配偶者がある場合　　うち子10,000円・父母等6,500円

管理職手当

43,000

消防長 次長・石橋署長
課長・主幹

壬生・上三川署長

年度 令和５

5

193

2

令和６ 令和９ 令和１０

199197

01

195

02

令和７

内容・内訳

2

2 40

住居手当

職員数 191

2

20 0定年延長者数

翌年度採用者数 3

扶養手当

5～10㎞未満

・家賃を払っている職員　最高28,000円

・満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの間にある子１人につき、5,000
  円を加算

・通勤距離が片道2km以上であるもの
28,000円

通勤手当

5km未満

15～20㎞未満

25～30㎞未満

手当の名称

年度中６０歳職員

令和８

4,200円

0

0

休日勤務手当

26,200円

55～60㎞未満

20～25㎞未満

・管理職の役職にあるもの

67,100

45～50㎞未満12,900円

56,000

管理職以外の職員　　135/100

35～40㎞未満10～15km未満

課長補佐・副主幹
(交替制勤務者を除く)

29,800円
31,600円

51,600

21,600円

30～35㎞未満

201 203

2

15,800円

令和１１ 令和１２

187

2,000円

10,000円 24,400円40～45㎞未満

60㎞以上7,100円
18,700円

50～55㎞未満

8

2 0

2

205 205

2

6

205

※　職員には定年延長者を含み再任用は含まない。

条例定数 205 205 205 205 205

9



1　消防職の等級別職員数等の状況

 消防職の等級別職員数の状況（５年４月１日現在）

（注）１　石橋地区消防組合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　等級別基準職務表に規定する基準となる職務の名称とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

等級
等級別基準職務表に規定する基
準となる職務の名称

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （％） 段階

1級 消防士の職務 22 11.9

係 107
61.5 係員級

2級 困難な業務を行う消防士の職務 22 11.9

3級 消防副士長の職務 17 9.2

4級 消防士長の職務 46 24.9

計 107

5級 消防司令補の職務 44 23.8

係長 34

23.8 係長級
係 10

計 44

6級
消防司令の職務
消防司令長の職務

33 17.8

次長 1

計 33

17.8 課長級

署長 3

課長 4

副署長・補佐 12

課長補佐級 13

7級
困難な業務を行う消防司令長の
職務消防監の職務

1 0.5
消防長 1

0.5 消防長
計 1

合計 185 100.0



1　消防職の級別職務分類表

1級 消防業務に従事する消防吏員の職務

等級 基準となる職務の名称

5級
消防司令の職務を補佐し、上司に事故ある場合はその職務を代理する消
防吏員及びこれと同程度の職責を有する消防吏員の職務

4級
担当事務を処理し、所属職員の業務遂行を直接指揮する消防吏員及びこ
れと同程度の職責を有する消防吏員の職務

2級 困難な消防業務に従事する消防吏員の職務

3級 相当の知識、経験を有し、消防業務に従事する消防吏員の職務

7級 消防本部の長の職務

6級
消防長の職務を補佐し、消防長に事故ある場合はその職務を代理する消
防吏員及びこれと同程度の職責を有する消防吏員の職務

6級
数係の担任事務を掌理し、職員を直接指揮監督する消防吏員及びこれと
同程度の職責を有する消防吏員の職務



２　行政職の等級別職員数等の状況
 行政職の等級別職員数の状況（５年４月１日現在）

（注）１　石橋地区消防組合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　級別職務分類表に規定する基準となる職務の名称とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（人）

0.0

0 0.0

主事補

係長

主査

0.0 0

（％） 段階
等級

等級別基準職務表に規定する基
準となる職務の名称

合計 職制上の段階

（人）

内訳

（％） 職名

困難な消防業務に従事する主事
の職務

合計 2 100.0

0.0

6級
管理者が定める重要な業務を所
掌する課長の職務

0 0.0

課長

0

5級 主幹

課長

主事

計
0

副主幹

計

計

0.0

0

0.0

1級

主事

2級

3級

4級

0

0

0

2

0

2

0

計 0

0

0

課長補佐

主事の職務
主事補の職務

係長の職務
主査の職務

課長補佐の職務
副主幹の職務

課長の職務
主幹の職務

計

2 100.0

0

0 0.0

係員級

課長補佐
級

課長級

100.0

0.0

計 0

0

0.0

0



２　行政職の級別職務分類表

等級 基準となる職務の名称

3級 相当の知識、経験を有し、消防業務に従事する事務職員の職務

2級 消防業務に従事する事務職員の職務

1級 消防の一般業務に従事する事務職員の職務

6級 管理者が定める重要な業務を所掌する事務職員の職務

5級
相当の知識、経験を有し、困難又は高度な消防業務に従事する事務職員
の職務

4級
課長及び主観の職務を補佐し、上司に事故ある場合はその職務を代理す
る職員又は相当の知識、経験を有し、困難又は高度な消防業務に従事す
る事務職員の職務


